
～ハイヤー協会からのお知らせ～ 

 

 

函館Ａ地区《函館市(旧南茅部町を除く)、北斗市、七飯町》の 

運賃料金改定について 

 

日頃よりタクシーをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

私共は、これまで公共交通機関として、また地域の足として広くご利用いただいておりますが、

この度北海道運輸局の認可を受け、函館Ａ地区《函館市（旧南茅部町を除く）、北斗市、七飯町》

の運賃及び料金を令和５年８月１０日(木)より改定させていただくこととなりましたのでお知ら

せいたします。 

 皆様に安心安全な公共交通機関として、今後も輸送・サービスの改善に一層努めてまいりますの

で、引き続きご利用いただけます様、お客様にはご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

令和５年８月 

 

一般社団法人函館地区ハイヤー協会 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     

 

 

 

 

 

 



 



 


